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第６期嬉野市農業委員会 第１４回定例総会議決一覧 

議案番号 整理番号 件名 議決日 議決結果 

報告第１号  
農地法第４条第１項第８号の規定による

届出について 
  

 １  久間堂徳   農機具小屋 R4. ９. 2 報 告 

議案第１号  農用地利用集積計画の解約について   

 １ 久間八幡篭    R4. ９. 2 承 認 

 ２ 久間八幡篭   外１筆 R4. ９. 2 承 認 

 ３ 不動山 牛ノ岳  外１１筆 R4. ９. 2 承 認 

議案第２号  農用地利用集積計画の決定について   

  利用権設定（中間管理機構）   

 塩田１ 久間藤原 外１筆 使用貸借権 R4. ９. 2 承 認 

 嬉 1～2 
岩屋川内 庵ノ山 外２筆 賃借権・使

用貸借権 
R4. ９. 2 承 認 

 市１ 久間 明神篭 外２筆 使用貸借権 R4. ９. 2 承 認 

議案第３号  
農地法第３条の規定による申請の許可に

ついて 
  

 １ 久間 八幡篭 外６筆 売買 R4. ９. 2 許 可 

 ２ 不動山 牛ノ岳 外１６筆  売買 R4. ９. 2 許 可 

議案第４号  
農地法第５条の規定による申請の承認に

ついて 
  

 １ 下野三本松   太陽光発電設備設置 R4. ９. 2 許 可 

 ２ 下野三本松  外１１筆 太陽光発電設備設置 R4. ９. 2 許 可 

 ３ 下宿三本松  一般住宅 R4. ９. 2 許 可 

 ４ 下宿三本松  協同住宅 R4. ９. 2 許 可 

 ５ 谷所一本杉  資材置場 R4. ９. 2 許 可 

議案第５号  非農地証明願について   

 １ 下野一本杉四   車庫 R4. ９. 2 決 定 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２ 下宿柿ノ木田   駐車場 R4. ９. 2 決 定 

 ３ 吉田原  外３筆  植林 R4. ９. 2 決 定 



  第６期嬉野市農業委員会 第１４回定例総会議事録 

 

 

１ 招集年月 日  令和 ４年 ９月 ２日 

 

２ 招 集 場 所  嬉野市中央公民館  大集会室 

 

３ 開 会 日 時  開会  ９月２日 午後１時３０分 議長 石橋 勇市 
    及 び 宣 告  閉会  ９月２日 午後２時２７分 議長 石橋 勇市 

 

４ 会議の公開の  非公開 

  可否・理 由  非公開理由：嬉野市審議会等の会議の公開に関する要綱第４条 

第１項の規定による 

 

５ 出席及び欠席委員並びに職員 

（農業委員） 

議席 氏  名 出欠 備   考 議席 氏名 出欠 備   考 

会長 石橋 勇市 〇 議   長 ７ 宮﨑 政則 〇 議事録署名 

１ 松元 正行 ○  ８ 梶原 文雄 ○ 議事録署名 

２ 西田 昭義 ○ 憲 章 朗 読 ９ 永尾 文治 ○  

３ 山口智佐代 〇  １０ 團  達美 〇  

４ 峰  正己 〇 事前審査班長 １１ 坂本 健二 ○  

５ 中島文二郎 ○  １２    

６ 前田 安一 〇   

（事 務 局） 

氏    名 出欠 備    考 氏    名 出欠 備    考 

井 上  章 ○ 局 長 持田 晋作 × 主 査 

永田 良子 ○ 主 査    

 

農業委員会以外の出席者 ： 農業政策課 副課長 小原 和子 



 

６ 報 告 

報告第１号 農地法第４条第１項第８号の規定による届出について・・・・・   １件 

 

７ 議 案 

議案第１号 農用地利用集積計画の解約について ・・・・・・・・・・・・・  ３件 

議案第２号 農用地利用集積計画の決定について ・・・・・・・・・・・・・  別添 

議案第３号 農地法第３条の規定による申請の許可について ・・・・・・・・  ２件 

議案第４号 農地法第５条の規定による申請の承認について ・・・・・・・・  ５件 

議案第５号 非農地証明願について・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・   ３件  

 

８ その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



局  長  それでは、定刻になりました。 

      本日は、全員出席であります。定足数に達しておりますので石橋会長の御挨拶

の後、議長の開会宣告をお願いいたします。 
 

会  長  （挨拶等） 

 

 

      本日の農業委員会憲章の朗読は、議席番号２番 西田 昭義委員にお願いします。  

      全員、御起立ください。  

       （当番委員の発声）・・・全員で唱和 

      御着席ください。 
 

議  長  それでは、ただ今から、第６期嬉野市農業委員会第１４回定例総会を開会いた 

します。本日の議題は、報告１件、議案１７件で、審議事項は１８件です。 

本日の議事録署名委員は、議席番号 ７番 宮﨑 政則 委員と 

８番 梶原 文雄 委員 を指名します。よろしくお願いします。 

 

 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

議  長  それでは、報告第１号 農地法第４条第１項第８号の規定による届出について 

を議題とします。 

整理番号１番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書１ページ、整理番号１番です。 

      申請人は、冬野の ○○ ○○ 様です。 

      所在地は、大字久間 堂徳 ○○○○番 

地目は田、面積は５４９㎡のうち５５㎡です。 

      事由は、農機具小屋（当家の裏山が土砂災害危険区域に指定されており、裏山

に隣接する農機具小屋を解体新設し、裏山と母屋との間に一定の離隔を確保す

る）ということです。 

      隣接は、東は田、西は田・道路、南は田・里道、北は畑・里道 です。 

      図面は２ページと３ページ、写真はスクリーンをご覧ください。以上です。 

 

議  長  この件について、中島委員、地域担当委員としての説明、意見をお願い 

します。 

地域担当  写真を見ていただくと、ちょうど軽自動車の屋根のところの不具合をですね、解体をして、 

右の方に持ってくるということで、ただ、このハウスがあった部分にですね、予定とい

うことで、これのですね、土砂災害危険なるためにですね、こっちに移転をするという

ことでございます。 

それぞれ別にですね、今度はないと思いますので、よろしくお願いいたします。 



 

議  長  続いて、８月３０日に第４班、第１Gｒ で実施した事前審査の結果について、

峰 正己 委員、班長として報告をお願いします。 

班  長  先日は、はどうもご苦労さまでしたけど、この件は今言われた通りですね、災 

害区域と言うことでですね、特に問題はないと思います。 

 

議  長  それでは、質疑を行います。質問、意見はありませんか。 

委  員  （質問等） 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、質疑を終結し、報告第１号を終わります。 

 

 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

 

議  長  それでは、議案第１号 農用地利用集積計画の解約について を議題とします。

皆さんに、お諮りします。 

農用地利用集積計画の解約について 整理番号１番から３番までについて、 

一括審議したいと思います。異議ありませんか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

議  長  異議無しと認めます。農用地利用集積計画の解約について 整理番号１番から 

３番までについて この案件は○○委員の申請もありますので、嬉野市農業 

委員会総会会議規則第２０条の規定により、審議開始から終了まで退室し、審 

議終了後に入室・着席ください。（○○委員 退室） 

事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書４ページから５ページをご覧ください。 

農用地利用集積計画の解約分 整理番号１番から３番までについて です。 

貸し手人は 埼玉県川口市の   ○○ ○○ 様、外 1 名様、 

借り手人は 中通の       ○○ ○○ 様、外２名様です。 

所在地は、大字久間 八幡篭 ○○○○番 外１４筆、 

地目は田・畑で、面積は田が５筆 4,175 ㎡、畑が１０筆 2,567 ㎡の合計で 6,742

㎡です。 

利用権区分は使用貸借権・賃借権で、目的は、小葱・飼料作物・茶 です。 

      期間は令和２年４月１日から令和１３年５月 31日まで で、 

      解約理由は、 農地法第 3条により所有権移転をするため ということです。 

      農地法第１８条の合意解約した旨の通知を受けております。以上です。 

 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 



議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号１番から３番については、原案

のとおり承認することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。議案第１号 農用地利用集積計画の解約について 整理

番号１番から３番については、原案のとおり承認することに決定しました。 

     （○○委員 入室） 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

 

議  長  それでは、（議案書 別添の表）議案第２号 農業経営基盤強化促進法第１８

条第１項の規定による農用地利用集積計画の決定についてを、議題とします。 

議  長  別添の表１ページ、利用権設定塩田町の分です。 

      利用権設定塩田町の分整理番号１番について、 農業政策課の説明を求めます。 

農業政策課  別添の表１ページをご覧ください。 

利用権設定塩田町の分 整理番号１番 です。 

貸し手人は 堤の上の  ○○ ○○ 様、 

借り手人は 堤の上の  ○○  ○ 様 です。 

所在地は、大字久間 藤原  ○○○○番  外 1 筆、 

地目はすべて田で、面積は２４４㎡です。 

利用権は、使用貸借権で、期間は５年で、再設定です。 

計画内容については、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項に定められる各 

      要件を満たしています。以上です。 

議  長  それでは、塩田町の分整理番号１番について、質疑を行ないます。質問、意見

はありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。塩田町の分 整理番号１番について、原

案のとおり承認することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第２号 農用地利用集積計画の決定 利用権設定について塩田町の分  

整理番号１番については、原案のとおり承認することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、別添の表２ページ、利用権設定 嬉野町の分です。 

お諮りします。利用権設定嬉野町の分整理番号１番から 2 番までについて、一

括審議したいと思います。異議ありませんか。 

委  員  ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

議  長  異議無しと認めます。利用権設定について嬉野町の分 整理番号１番から 2 

番までについて農業政策課の説明を求めます。 

農業政策課  別添の表 2 ページをご覧ください。 



利用権設定について嬉野町の分 整理番号１番から 2 番についてです。 

貸し手人は 下岩屋２区の  ○○ ○○ 様  

借り手人は 下岩屋１区の  ○○ ○○ 様 外 1 名様です。 

所在地は、大字岩屋川内 庵ノ山
あんのやま

 ○○○○番 外２筆、 

地目はすべて畑で、面積は 2,902 ㎡、です。 

利用権は賃借権と使用貸借権で、期間は５年で再設定です。 

計画内容については、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項に定められる各 

要件を満たしています。以上です。 

議  長  それでは、嬉野町の分 整理番号１番から 2 番について、質疑を行ないます。

質問、意見はありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。嬉野町の分整理番号１番から 2 番まで

については、原案のとおり承認することに異議の無い委員は、挙手をお願いしま

す。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第２号 農用地利用集積計画の決定 利用権設定について、嬉野町の分 

整理番号１番から 2 番については、原案のとおり承認することに決定しまし

た。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、別添の表３ページ、利用権設定 嬉野市の分です。 

農用地利用集積計画一括方式嬉野市の分 整理番号１番について農業政策課

の説明を求めます。 

農業政策課  別添の表３ページをご覧ください。 

農用地利用集積計画一括方式嬉野市の分 整理番号１番についてです。 

貸し手人は 北志田の  ○○ ○○ 様 、 

借り手人は 農事組合法人 ○○ ○○ 様  

です。 

所在地は、大字久間 明神篭 ○○○○番 外２筆、 

地目はすべて田、面積は 5,172 ㎡です。 

利用権は使用貸借権で、期間は 5 年で再設定です。 

公益社団法人 佐賀県農業公社 ○○ ○○様が、転貸人であります。 

計画内容については、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項に定められる各 

要件を満たしています。以上です。 

議  長  それでは、農用地利用集積計画一括方式嬉野市の分 整理番号１番について、

質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員  農業公社が入っているのに、使用貸借とは 



農業政策課  使用貸借もあれば、物納もあります。農事組合法人が公社をとおして借りられ

ております。 

議  長  他にありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。農用地利用集積計画一括方式嬉野市の分

整理番号１番については、原案のとおり承認することに異議の無い委員は、挙手

をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第２号 農用地利用集積計画一括方式の決定 嬉野市の分 整理番号１

番については、原案のとおり承認することに決定しました。 

 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

 

議  長  次に、議案第３号 農地法第３条の規定による申請の許可について を議題と

します。整理番号１番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書６ページ、整理番号１番、売買による所有権の移転です。 

      譲渡人は 埼玉県川口市の ○○ ○○ 様  

      譲受人は 中通の     ○○ ○○ 様、 

      所在地は、大字久間 八幡篭 ○○○○番 外６筆、 地目は田と畑で、 

面積は田が 3,676㎡、畑が 6,424 ㎡ 田畑合計で 10,100 ㎡です。  

譲渡理由は農業廃止のため、譲受理由は経営規模の拡大のためです。 

売買価格は、反当たり 316,548 円、全体で 3,197,135 円です。 

図面は８ページと９ページをご覧ください。以上です。 

議  長  それでは、整理番号１番について、質疑を行ないます。質問、意見はありませ

んか。 

委  員   ここは親戚かな 

事 務 局   祖母同士が姉妹と聞いております。 

委  員   ○○○○てこれは会社ですか。 

事 務 局   アパートの名前です。 

議  長  他にありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号１番について、原案のとおり 

許可することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第３号 農地法第３条の規定による申請の許可について 整理番号１番 

については、原案のとおり許可することに決定しました。 



・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号２番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号２番、売買による所有権の移転です。 

 譲渡人は 上不動の ○○ ○○ 様  

      譲受人は 上不動の ○○ ○○ 様、 

      所在地は、大字不動山 牛ノ岳
うしのたけ

 ○○○○番 外１６筆、地目は田・畑・原野

で、面積は田が 3,864㎡、畑が 3,182 ㎡、原野が 154㎡ 合計で 7,200㎡ で

す  

譲渡理由は労力不足のため、譲受理由は経営規模の拡大のためです。 

売買価格は、反当たり 111,111 円、全体で 800,000 円です。 

図面は 10 ページと 11 ページをご覧ください。以上です。 

議  長  それでは、整理番号２番について、質疑を行ないます。質問、意見はありませ

んか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号２番について、原案のとおり 

許可することに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第３号 農地法第３条の規定による申請の許可について 整理番号２番 

については、原案のとおり許可することに決定しました。 

 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 

 

議  長  次に、議案第４号 農地法第５条の規定による申請の承認について 

を議題とします。整理番号１番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書１２ページ、整理番号１番です。 

      譲渡人は 下野の ○○ ○○ 様、  

譲受人は 下宿の ○○ ○○ 様、 

所在地は、大字下野 三本松 ○○○○番、地目は畑、面積は 770 ㎡です。 

農地区分は第２種農地、用途目的は太陽光発電設備設置です。 

      事由は、申請地は現在荒廃地となっている。土地の有効活用及び適切な土地管

理のため、太陽光発電設備設置として転用したい ということです。 

東は畑、西は里道・墓地、南は里道・畑、北は畑 です。 

売買価格は、反当たり 311,688 円、全体で 240,000 円です。 

図面は１５ページと１６ページ、写真はスクリーンをご覧ください。以上です。 

議  長  團 委員、地域担当委員としての説明、意見をお願いします。 

地域担当  このあたりはですね、以前にも太陽光をしておられたところで、形状 重機で使って、今 



は荒れていますけど、冬場は綺麗にしとったとですけど、こういう状態です。 

太陽光を付ける時はぴしゃってしんさって思うですけど。 

別に問題は無いと思います。よろしくお願いします。 

議  長  事前審査の結果について、峰委員、班長として報告をお願いします。 

班  長  今、團委員が言われた通りですね、周りはもう太陽光だらけになっていますの

で問題ないと思います。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号１番については、原案のとおり

許可相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第４号 農地法第５条の規定による申請の承認について 整理番号１番 

については、原案のとおり許可相当と、県に副申することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号２番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号２番です。 

      議案書１４ページ、別紙③をご覧ください。 

譲渡人は 下野の ○○ ○○ 様 外６名、  

譲受人は 下野の ○○ ○○ 様   です。 

所在地は、大字下野 三本松 ○○○○番 外 11 筆、地目は畑、 

面積は 5,642 ㎡です。 

農地区分は第２種農地、用途目的は太陽光発電設備設置です。 

      事由は、申請地は耕作者が高齢となり、後継者も見つからず、荒廃地となって

いる。土地の有効活用及び適切な土地管理のため、太陽光発電設備設置として

転用したい ということです。 

東・西・北は畑・雑種地、南は畑 です。 

売買価格は、反当たり 303,084 円、全体で 1,710,000 円です。 

図面は１７ページから１８ページ、写真はスクリーンをご覧ください。 

以上です。 

議  長  團 委員、地域担当委員としての説明、意見をお願いします。 

地域担当  今さっきの○○○○さんの知っとる人ですもんね。不動産が工事をはめるという感じです。

周りも太陽光があるですもんね。別に問題は無いと思います。ただ、ため池を早めに作っ

ておられたので始末書がついています。別に問題は無いと思いますので宜しくお願いしま

す。 

議  長  峰委員、班長としての報告をお願いします。 

班  長  團委員の言う通りですね。水の関係はあるんですけど、ここが一番頂上になっけんで

すね、降った分が下に流れてくるかもしれませんけど、特に問題は無いと思います。 



議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員  もともと茶畑ですか 

地域担当・班長  はい。ここの調整池の下の方に○○さんの自宅があっですよね。 

議  長  他にありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号２番については、原案のとおり

許可相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第４号 農地法第５条の規定による申請の承認について 整理番号２番 

については、原案のとおり許可相当と、県に副申することに決定しました。 
 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号３番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号３番です。 

      貸付人は 下宿の ○○ ○○ 様、  

借受人は 今寺の ○○ ○○ 様 です。 

所在地は、大字 下宿 三本松 ○○○○番、地目は畑、 

面積は 245 ㎡です。 

農地区分は第３種農地（第一種住居地域）、用途目的は一般住宅です。 

事由は、現在アパート住まいですが、今回親世帯の隣に住居を新築するため転

用したい ということです。 

東は宅地、西は畑、南は道路、北は畑 です。 

親子間の使用貸借です 

図面は１９から２０ページ、写真はスクリーンをご覧ください。 

以上です。 

議  長  團 委員、地域担当委員としての説明、意見をお願いします。 

地域担当  下宿の住宅街ですけど、横に息子さんが帰ってくると言うことで、家を建てた

いと言うことで、下水排水は別に問題ないですので、よろしくお願いいたしま

す。 

 

議  長  峰 委員、班長としての報告をお願いします。 

班  長  ここはもともとが家を作るための農地が畑面になっているだけだと思います

ので、別に問題は無いと思います。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号３番については、原案のとおり

許可相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 



議  長  異議無しと認めます。 

議案第４号 農地法第５条の規定による申請の承認について 整理番号３番 

については、原案のとおり許可相当と、県に副申することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号４番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号４番です。 

      譲渡人は 神埼市の ○○ ○○ 様、  

譲受人は 大町町の ○○ ○○ 様 

所在地は、大字下宿 三本松 ○○○○番  地目は畑、 

面積は 477 ㎡。 

農地区分は第 1 種農地、用途目的は共同住宅です。 

      事由は、譲受人は不動産業を営んでいますが、嬉野医療センターの職員から、

職場近隣の嬉野町に住みたいとの要望があり、また新幹線開業に伴い、嬉野町

内にアパート入居希望者が増加すると見込み、申請地に共同住宅を建築するた

め転用したい ということです。 

東は道路、西は住宅・畑、南は田（宅地）、北は水路・道路 です。 

売買価格は、反当たり 6,289,308 円、年間で 3,000,000 円です。 

図面は２１ページから２２ページ、写真はスクリーンをご覧ください。 

以上です。 

議  長  坂本 委員、地域担当委員としての説明、意見をお願いします。 

地域担当  現地は嬉野市街からインターの方に向かった内野部落というところでござい

ます。圃場整備をしたとこの残地みたいなところがあるわけですけども、ここに

アパートを作りたいと言うことで、先ほどちょっと問題がありました、地元の協

議の上解決しております。建築確認を受け入れるにあたりまして、この道路は、

圃場整備のために作った道路でありまして、建築基準法上は、別に図面の南の方

ですかね買収してこの道路を接続するという話が合っておりましたけど実際は

くっついているんですけど、これは建築基準法上の道路ではないと言うことで、

この土地を 2 メートル接続する土地を求めてあります。着工とか申請については

間違いないと思いますので宜しくお願いします。 

議  長  峰 委員、班長としての報告をお願いします。 

班  長  今、坂本委員が申された通り、こういう状態で畑にするのは、アパートが出来

て、景観的にも良いのでないかと思いました。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号４番については、原案のとおり

許可相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 



議案第４号 農地法第５条の規定による申請の承認について 整理番号４番 

については、原案のとおり許可相当と、県に副申することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号 5 番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書１３ページ、整理番号 5 番です。 

      貸付人は 山口の ○○ ○○  様  

  借受人は 平山の ○○ ○○  様です 

所在地は、大字谷所 一本杉 ○○○○番  地目は田、 

面積は 163 ㎡。 

農地区分は第 2 種農地、用途目的は、資材置場 です。 

      事由は、建築業を親子で営んでおり、作業小屋に木材や資材を置いていました

が手狭となったため、同時利用地の宅地（○○○○）を利用し、資材置場とし

て転用したい ということです。 

       東・西は宅地、南は道路、北は水路 です。 

親子間の使用貸借です。 

図面は２３ページから２４ページ、写真はスクリーンをご覧ください。 

以上です。 

議  長  澤野 委員、推進委員としての説明、意見をお願いします。 

推進委員  ルンビニ保育園の入口のところです。親子で大工をされていますので、資材置

場が手狭と言うことで、資材置場として転用したいと言うことでした。何も問題

は無いと思いますので宜しくお願いします。 

議  長  峰 委員、班長としての報告をお願いします。 

班  長  ここもですね、こっちは宅地として残っていますけど、宅地で特に問題は無い

と思います。よろしくお願いします。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号 5 番については、原案のとお

り許可相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第４号 農地法第５条の規定による申請の承認について 整理番号 5 番 

については、原案のとおり許可相当と、県に副申することに決定しました。 
 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 
 

議  長  次に、議案第５号 非農地証明願について を議題とします。 

事務局の説明を求めます。 

事 務 局  議案書２５ページ、整理番号１番です。 

      申請人は 神埼市の  ○○ ○○ 様 



           所在地は、大字下野 一本杉四 ○○○○番 、 

地目は田、 面積は 202 ㎡ です。 

用途目的は、車庫 です。 

事由は、申請地は実家に近く、平成１２年頃より車庫が建設されていました。

当時より現況地目も宅地であり、登記地目を変更するため、非農地証明をお願

いしたいということで、始末書も添付されております。 

     東は水路、西は道路、南は水路、北は堤 です。 

図面は２６ページから２７ページ、写真はスクリーンをご覧下さい。以上です。 

 

議  長  團 委員、地域担当委員としての説明、意見をお願いします。 

地域担当  ここは以前親さんがですね、前の家を今は解いてありますけど、その時車庫と

して作っておられたと思いますけど、以前は畑やったとですけど、非農地にお願

いしたいと言うことで、だされました。今は、○○○○さんの倉庫として貸して

おられますけど、よろしくお願いいたします。 

議  長  峰 委員、班長としての説明、意見、報告をお願いします。 

地域担当・班長  團委員がおっしゃられた通りですね、特に問題は無いと思います。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員  当時より現況地目も宅地であると書いてありますが、宅地であった以上はせん 

でゆうなかと。現況宅地でしょ。いや地目も宅地でしょ 

事 務 局  課税地目も現況地目も宅地です。 

委  員  登記地目は 

事 務 局  登記地目は田です。勝手に車庫を建てられてて課税じたいはされてて現況も変

わってるんですけど、地目が農業委員会を通さないと変えられないと言うこ

とで。 

委  員  現況地目も宅地である現況も宅地よかとやろなて思うて。登記地目は田ていう

ことですね 

議  長  他にありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号１番については、原案のとおり

許可相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第５号 非農地証明願について 整理番号１番については、原案のとおり 

      非農地証明することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号 2 番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号２番です。 

      申請人は 温泉 3 区の  ○○ ○○ 様 



           所在地は、大字下宿 柿ノ木田 ○○○○番  、 

地目は畑、 面積は 185 ㎡です。 

用途目的は、駐車場です。 

事由は、申請地は２０年以上前より、隣接の宅地（○○○○）と共に、駐車場

として利用していました。当時より現況地目も雑種地であり、登記地目を変更

するため、非農地証明をお願いしたいということで、始末書も添付されており

ます。 

     東・西・南は宅地、北は道路 です。 

図面は２８ページから２９ページ、写真はスクリーンをご覧下さい。以上です。 

議  長  坂本 委員、地域担当委員としての説明、意見をお願いします。 

地域担当  現地は図面にありますとおり、JR バス停の隣であります。ここには申請の事

由にはですね２０年以上と書いてありますけども、私の記憶にある限りでは、農

地であったと思います。それから、台帳あたりを見てますと移動をしておりませ

んので、区画整理でこのように出して割り当てをされてから移動が無くてそれか

ら地目だけ変えてなかった土地ではないかと察しております。当然、課税の方も

何十年と宅地並みで課税をされております。全然問題は無いと思います。 

議  長  峰 委員、班長としての説明、意見、報告をお願いします。 

地域担当・班長  スクリーンを見ただけでは、畑ではなかということは歴然としております。問

題は無いと思います。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号 2 番については、原案のとお

り許可相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第５号 非農地証明願について 整理番号２番については、原案のとおり 

     非農地証明することに決定しました。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

議  長  次に、整理番号３番について、事務局の説明を求めます。 

事 務 局  整理番号３番です。 

      申請人は 福岡市中央区の  ○○ ○○ 様 

           所在地は、大字吉田 原 ○○○○番 外３筆  、 

地目はすべて畑、 面積は 5,363 ㎡です。 

用途目的は、植林です。 

事由は、申請地は昭和 45 年頃植林し、現在に至っております。現況地目も山林

であり、登記地目を変更するため、非農地証明をお願いしたいということで、

始末書も添付されております。 

     東は山林、西は里道・畑・山林、南・北は山林 です。 



図面は３０ページから３３ページ、写真はスクリーンをご覧下さい。以上です。 

議  長  峰 委員、地域担当委員・班長としての説明、意見、報告をお願いします。 

地域担当  ここはですね、横竹ダムの周辺でですね、２か所ありましたけど、事前審査の

前の確認をしたときもどこがどこかわからんでですね、周りがもともと植樹され

てますので、解らんとですけど、この辺りはそうやろうねと言うことでですね、

植林の可能性は間違いないと思います。そういうことで、問題は無いと思います

けどよろしくお願いします。 

議  長  それでは、質疑を行ないます。質問、意見はありませんか。 

委  員  畑に植林して何年後ぐらいにあれですか。１０年とかあるとですか。 

事 務 局  転用完了の話ですか。３年後に見に行っています。 

委  員  見に行ったんですけどね、どこが区切りかわからんとですよ。全部山なので植 

林としてみなさんといかんやったとですよね。 

地域担当  ○○さんからの話ではですね、これがある前に、○○○○に頼んでたという話 

なんですけど、夏は熱中症になりやすかけん、しきらんということで、涼しく 

なってからじゃなかぎしきらんて言われたと言うことでした。 

議  長  他にありませんか。 

委  員   ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  無いようですので、採決に入ります。整理番号３番については、原案のとおり

許可相当とすることに異議のない委員は、挙手をお願いします。 

［全員挙手］ 

議  長  異議無しと認めます。 

議案第５号 非農地証明願について 整理番号３番については、原案のとおり 

     非農地証明することに決定しました。 

 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜ 
 

議  長  以上で、本総会に提出された案件の審議、採決など、全て終了いたしました。 

お諮りします。委員会として協議すべき案件がありましたら、この場で協議し 

たいと思います。委員の皆さん、何かありませんか。 

委  員  ［「無し。」と呼ぶ者あり。］ 

議  長  それでは、会議を閉じます。 

第６期嬉野市農業委員会第１４回定例総会を閉会します。 

 

（ 午後 ２ 時 ２７分 閉会 ） 

 


